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議案第１号 

 

　　　令和８年度砺波市一般会計予算 

 

　令和８年度砺波市一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２４，８６６，０００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

（債務負担行為） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担す

る行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表　債務負担行為」によ

る。 

 

　（地方債） 

第３条　地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表　地方債」による。 

 

　（一時借入金） 

第４条　地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、

１，７００，０００千円と定める。 

 

　（歳出予算の流用） 

第５条　地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金

額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係

る予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

をする場合と定める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 市 税 7,641,000 

1 市 民 税 3,500,623 

2 固 定 資 産 税 3,600,033 

3 軽 自 動 車 税 181,107 

4 市 た ば こ 税 324,000 

5 入 湯 税 33,715 

6 旧 法 に よ る 税 1,522 

2 地 方 譲 与 税 255,500 

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税 42,000 

2 自 動 車 重 量 譲 与 税 195,000 

3 森 林 環 境 譲 与 税 18,500 

3 利 子 割 交 付 金 15,300 

1 利 子 割 交 付 金 15,300 

4 配 当 割 交 付 金 48,000 

1 配 当 割 交 付 金 48,000 

5 株式等譲渡所得割交付金 77,000 

1 株式等譲渡所得割交付金 77,000 

6 法 人 事 業 税 交 付 金 120,000 

1 法 人 事 業 税 交 付 金 120,000 

7 地 方 消 費 税 交 付 金 1,201,000 

1 地 方 消 費 税 交 付 金 1,201,000 

8 環 境 性 能 割 交 付 金 1 

1 環 境 性 能 割 交 付 金 1 

9 地 方 特 例 交 付 金 57,300 

1 地 方 特 例 交 付 金 55,000 

2
新型コロナウイルス感染症対策
地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金 2,300 

10 地 方 交 付 税 5,550,000 

1 地 方 交 付 税 5,550,000 

11 交通安全対策特別交付金 5,000 

1 交通安全対策特別交付金 5,000 

12 分 担 金 及 び 負 担 金 21,848 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額
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1 分 担 金 7,714 

2 負 担 金 14,134 

13 使 用 料 及 び 手 数 料 409,670 

1 使 用 料 233,527 

2 手 数 料 176,143 

14 国 庫 支 出 金 2,785,216 

1 国 庫 負 担 金 2,176,060 

2 国 庫 補 助 金 599,990 

3 委 託 金 9,166 

15 県 支 出 金 1,777,876 

1 県 負 担 金 837,216 

2 県 補 助 金 848,039 

3 委 託 金 92,621 

16 財 産 収 入 45,798 

1 財 産 運 用 収 入 44,797 

2 財 産 売 払 収 入 1,001 

17 寄 附 金 185,080 

1 寄 附 金 185,080 

18 繰 入 金 2,016,337 

1 基 金 繰 入 金 2,016,337 

19 繰 越 金 100,000 

1 繰 越 金 100,000 

20 諸 収 入 1,137,245 

1 延滞金、加算金及び過料 4,000 

2 市 預 金 利 子 50 

3 貸 付 金 元 利 収 入 580,078 

4 受 託 事 業 収 入 180,047 

5 助 成 金 40 

6 雑 入 373,030 

21 市 債 1,416,829 

1 市 債 1,416,829 

24,866,000 歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　歳　　　出

1 議 会 費 200,172

1 議 会 費 200,172

2 総 務 費 2,736,330

1 総 務 管 理 費 2,066,703

2 徴 税 費 267,621

3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 161,150

4 選 挙 費 493

5 統 計 調 査 費 3,929

6 監 査 委 員 費 27,968

7 交 通 対 策 費 208,466

3 民 生 費 7,541,653

1 社 会 福 祉 費 2,880,850

2 児 童 福 祉 費 4,505,733

3 生 活 保 護 費 154,921

4 災 害 救 助 費 149

4 衛 生 費 3,798,343

1 保 健 衛 生 費 1,216,338

2 環 境 対 策 費 989,179

3 繰 出 金 1,592,826

5 労 働 費 42,015

1 労 働 諸 費 42,015

6 農 林 水 産 業 費 832,448

1 農 業 費 198,832

2 林 業 費 103,279

3 農 業 土 木 費 530,337

7 商 工 費 1,318,623

1 商 工 費 1,318,623

8 土 木 費 2,323,410

1 土 木 管 理 費 58,038

2 道 路 橋 り ょ う 費 808,481

（単位：千円）

款 項 金　　　額
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3 河 川 費 11,805

4 都 市 計 画 費 1,290,225

5 住 宅 費 154,861

9 消 防 費 950,920

1 消 防 費 950,920

10 教 育 費 2,318,527

1 教 育 総 務 費 197,830

2 小 学 校 費 495,947

3 中 学 校 費 254,295

4 幼 稚 園 費 125,145

5 社 会 教 育 費 561,851

6 保 健 体 育 費 683,459

11 災 害 復 旧 費 12,474

1 農林水産業施設災害復旧費 4,210

2 土 木 災 害 復 旧 費 8,264

12 公 債 費 2,721,084

1 公 債 費 2,721,084

13 諸 支 出 金 1

1 諸 支 出 金 1

14 予 備 費 70,000

1 予 備 費 70,000

24,866,000歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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第２表　　債　務　負　担　行　為

（単位：千円）

事 項 期　　　間 限　度　額

“となみ地域力”推進交付金
（令和８年度）

令和　９年度から
令和１０年度まで

２１，０００
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（単位：千円）

起 債 の 目 的 起債の方法 利率 償還の方法

総 務 管 理 事 業 費 34,100

交 通 対 策 事 業 費 7,000

会 計 管 理 事 業 費 2,500

社 会 福 祉 事 業 費 37,100

環 境 対 策 事 業 費 62,100

水 道 会 計 事 業 事 業 費 32,700

農 業 事 業 費 600

林 業 事 業 費 10,600

農 業 土 木 事 業 費 53,300

商 工 事 業 費 46,700

土 木 管 理 事 業 費 7,500

道 路 橋 り ょ う 事 業 費 193,700

都 市 計 画 事 業 費 214,900

消 防 事 業 費 125,300

小 学 校 事 業 費 9,100

社 会 教 育 事 業 費 4,200

保 健 体 育 事 業 費 40,500

中 学 校 事 業 費 11,400

借 換 債 523,529

計 1,416,829

第３表　　地　方　債

限　　度　　額

普通貸借
又は

証券発行

　7.0%以内 
（ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率）

　借入れの年か
ら据置期間を含
め30年以内に元
利均等若しくは
元金均等で償還
する。ただし、
市財政の都合に
より繰上げ償還
し、償還期限を
短縮し、又は低
利債に借り換え
ることができる
ものとする。
  なお、借入先
の融通条件があ
るときは、これ
に従うことがで
きる。
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議案第２号 

 

　　　令和８年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算 

 

　令和８年度砺波市国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２０４，７００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　（一時借入金） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は、２００，０００千円と定める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 国 民 健 康 保 険 税 679,129 

1 国 民 健 康 保 険 税 679,129 

2 国 庫 支 出 金 7,590 

1 国 庫 補 助 金 7,590 

3 県 支 出 金 2,190,233 

1 県 負 担 金 2,190,232 

2 財政 安 定化 基 金支 出 金 1 

4 財 産 収 入 11 

1 財 産 運 用 収 入 11 

5 繰 入 金 320,575 

1 一 般 会 計 繰 入 金 168,954 

2 基 金 繰 入 金 151,621 

6 繰 越 金 1 

1 繰 越 金 1 

7 諸 収 入 7,161 

1 延滞金、加算金及び過料 5,000 

2 市 預 金 利 子 1 

3 雑 入 2,160 

3,204,700 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計
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　歳　　　出

1 総 務 費 31,658 

1 総 務 管 理 費 23,931 

2 徴 税 費 7,476 

3 運 営 協 議 会 費 251 

2 保 険 給 付 費 2,105,584 

1 療 養 諸 費 1,805,289 

2 高 額 療 養 費 291,882 

3 移 送 費 10 

4 出 産 育 児 諸 費 6,003 

5 葬 祭 諸 費 2,400 

3 国 民 健 康 保 険 980,398 

事 業 費 納 付 金 1 医 療 給 付 費 分 648,269 

2 後 期 高 齢 者 支 援 金 分 229,641 

3 介 護 納 付 金 分 78,646 

4 子ども・子育て支援納付金分 23,842 

4 財政安定化基金拠出金 1 

1 財政 安 定化 基 金拠 出 金 1 

5 保 健 事 業 費 72,026 

1 特定 健 康診 査 等事 業 費 56,778 

2 保 健 事 業 費 15,248 

6 基 金 積 立 金 11 

1 基 金 積 立 金 11 

7 公 債 費 21 

1 公 債 費 20 

2 財政 安 定化 基 金償 還 金 1 

8 諸 支 出 金 13,001 

1 償還 金 及び 還 付加 算 金 5,001 

2 繰 出 金 8,000 

9 予 備 費 2,000 

1 予 備 費 2,000 

3,204,700 

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第３号 

 

　　　令和８年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

　令和８年度砺波市後期高齢者医療事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，０４０，８００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 後期高齢者医療保険料 845,311 

1 後期 高 齢者 医 療保 険 料 845,311 

2 国 庫 支 出 金 715 

1 国 庫 補 助 金 715 

3 繰 入 金 190,698 

1 一 般 会 計 繰 入 金 190,698 

4 繰 越 金 947 

1 繰 越 金 947 

5 諸 収 入 3,129 

1 延滞金、加算金及び過料 99 

2 預 金 利 子 1 

3 償還 金 及び 還 付加 算 金 2,100 

4 受 託 事 業 収 入 928 

5 雑 入 1 

1,040,800 

　歳　　　出

1 総 務 費 6,671 

1 総 務 管 理 費 120 

2 徴 収 費 6,551 

2 後 期 高 齢 者 医 療 1,028,601 

広 域 連 合 納 付 金 1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,028,601 

3 保 健 事 業 費 3,428 

1 後期高齢者健康診査事業費 3,428 

4 諸 支 出 金 2,100 

1 償還 金 及び 還 付加 算 金 2,100 

1,040,800 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第４号 

 

　　　令和８年度砺波市霊苑事業特別会計予算 

 

　令和８年度砺波市霊苑事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，８００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 分 担 金 及 び 負 担 金 13,179 

1 負 担 金 13,179 

2 使 用 料 及 び 手 数 料 1,140 

1 使 用 料 1,140 

3 財 産 収 入 1 

1 財 産 運 用 収 入 1 

4 繰 入 金 479 

1 基 金 繰 入 金 5 

2 一 般 会 計 繰 入 金 474 

5 繰 越 金 1 

1 繰 越 金 1 

14,800 

　歳　　　出

1 総 務 費 14,326 

1 墓 地 管 理 費 14,326 

2 公 債 費 474 

1 公 債 費 474 

14,800 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第５号 

 

　　　令和８年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算 

 

　令和８年度砺波市工業団地造成事業特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算） 

第１条　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１９，７００千円と定める。 

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」

による。 

 

　（一時借入金） 

第２条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定による一

時借入金の借入れの最高額は、２０，０００千円と定める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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　歳　　　入

1 繰 入 金 19,600 

1 一 般 会 計 繰 入 金 19,600 

2 繰 越 金 100 

1 繰 越 金 100 

19,700 

　歳　　　出

1 事 業 費 4,000 

1 事 業 費 4,000 

2 公 債 費 15,700 

1 公 債 費 15,700 

19,700 

第１表　　歳　入　歳　出　予　算

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

（単位：千円）

款 項 金　　　額

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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議案第６号 

 

　　　令和８年度砺波市水道事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和８年度砺波市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　給水戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８，１００戸 

　(２)　年間総給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　５，３１７，２００㎥ 

　(３)　年間受水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，４３４，７００㎥ 

　(４)　一日平均給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４，５００㎥ 

　(５)　主な建設改良事業費　　　　　　　　　　　　　　 　 ８２９，６００千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　　１，１２１，７００千円 

　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９１，６１７千円 

　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３０，０３３千円 

　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　　１，１１５，６００千円 

　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０７１，９６６千円 

　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０，６３４千円 

　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００千円 

　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額５４６，５００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額７６，３００千円、減債積立金取り崩し額１４５，０００千円、建設改

良積立金取り崩し額３００，０００千円及び過年度分損益勘定留保資金２５，２００

千円で補てんするものとする。）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４９８，１００千円 

　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４５０，０００千円 

　　第２項　工事負担金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，４００千円 

　　第３項　他会計出資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　３２，７００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０４４，６００千円 
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　　第１項　設備改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　８９８，９０４千円 

　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　１４５，６９６千円 

 

　（継続費） 

第５条　継続費の総額及び年割り額は、次のとおりと定める。 

 

　（債務負担行為） 

第６条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め 

　る。 

 

　（企業債） 

第７条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 

　（一時借入金） 

第８条　一時借入金の限度額は、１００，０００千円と定める。 

 

　（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第９条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

　(１)　収益的支出における各項間の流用 

　(２)　資本的支出における各項間の流用 

 事　　項 期　　間 限度額
 

上下水道料金システム等構築業務
令和８年度から 

令和９年度まで
５５，０００千円

 起債の目的 限度額 起債の方法 利　　率 償 還 の 方 法
 

配 水 施 設

整備事業債

　　千円 

 

 

 

 

450,000
普通貸借 

又は 

証券発行

7.0%以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

　借入れの年から据置期間

を含め 40 年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還する。

ただし、企業財政その他の都

合により繰上げ償還し、償還

期限を短縮し、又は低利債に

借り換えることができるも

のとする。 

　なお、借入先の融通条件が

あるときは、これに従うこと

ができる。

 款 項 事業名 総額 年度 年割額
 

１ 

資本的支出

１ 

設備改良費

上中野配水場

電気室耐震化

事業

千円 

 

337,000 

 

令和８年度 120,300 千円

 
令和９年度 196,700 千円

 
令和１０年度 20,000 千円
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第１０条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

　(１)　職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２１，７７７千円 

 

　（たな卸資産購入限度額） 

第１１条　たな卸資産の購入限度額は、１５，９００千円と定める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修
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議案第７号 

 

　　　令和８年度砺波市工業用水道事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和８年度砺波市工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　給水事業所数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１箇所 

　(２)　年間総給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３０，０００㎥ 

　(３)　一日平均給水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０００㎥ 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　工業用水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　　２２，０００千円 

　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１，８４１千円 

　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５９千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　工業用水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　　１８，３００千円 

　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４，０４３千円 

　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，１５７千円 

　　第３項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１３，７００千円は、減債積立金取り崩し額１３，０００千

円及び過年度分損益勘定留保資金７００千円で補てんするものとする。）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　０千円 

第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０千円　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，７００千円 

　　第１項　設備改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０千円 

第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，６５０千円 

 

　（一時借入金） 

第５条　一時借入金の限度額は、１０，０００千円と定める。 

 

　（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

　(１)　収益的支出における各項間の流用 
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　(２)　資本的支出における各項間の流用 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 
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議案第８号 

 

　　　令和８年度砺波市下水道事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和８年度砺波市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　接続戸数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４，７００戸 

　(２)　年間総排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　３，８７０，０００㎥ 

　(３)　一日平均排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，６００㎥ 

　(４)　主な建設改良事業費　　　　　　　　　　　　　　　　５９０，８００千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　下水道事業収益　　　　　　　　　　　　　　　１，６３４，２００千円 

　　第１項　営業収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６９４，９２４千円 

　　第２項　営業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３９，２２６千円 

　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　下水道事業費用　　　　　　　　　　　　　　　１，６３２，４００千円 

　　第１項　営業費用　　　　　　　　　　　　　　　　　１，４４４，４０１千円 

　　第２項　営業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８６，２９９千円 

　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７００千円 

　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額６６５，５００千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額７８，８００千円、減債積立金取り崩し額２７７，０００千円及び過年

度分損益勘定留保資金３０９，７００千円で補てんするものとする。）。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　１，３７１，５００千円 

　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０１８，２００千円 

　　第２項　負担金及び分担金　　　　　　　　　　　　　　　　４７，８００千円 

　　第３項　国庫補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　２１７，０００千円 

　　第４項　他会計出資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８，５００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　２，０３７，０００千円 

　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　９３０，９１６千円 
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　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　１，１０６，０８４千円 

 

　（債務負担行為） 

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め　 

　る。 

 

　（企業債） 

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 

　（一時借入金） 

第７条　一時借入金の限度額は、１，０００，０００千円と定める。 

 

　（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第８条　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

　(１)　収益的支出における各項間の流用 

　(２)　資本的支出における各項間の流用 

 

　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第９条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

　(１)　職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７５，３９２千円 

 事　　項 期　　間 限度額
 

上下水道料金システム等構築業務
令和８年度から 

令和９年度まで
５５，０００千円

 起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利　率 償 還 の 方 法
  

公共下水道事業債

千円 

49,400

普通貸借 

又は 

証券発行

7.0%以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率）

　借入れの年から据

置期間を含め40年以

内に半年賦若しくは

年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償

還する。ただし、企業

財政その他の都合に

より繰上げ償還し、償

還期限を短縮し、又

は低利債に借り換え

ることができるもの

とする。 

　なお、借入先の融

通条 件があるとき

は、これに従うこと

ができる。

 
特定環境保全公共

下 水 道 事 業 債
290,400

 
流域下水道事業債 217,300

 
資本費平 準 化債 350,000

 
下水道事業借換債 111,100

 

計 1,018,200
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　（他会計からの補助金） 

第１０条　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、６７１，５００千円である。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修
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議案第９号 

 

　　　令和８年度砺波市病院事業会計予算 

 

　（総則） 

第１条　令和８年度砺波市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

　（業務の予定量） 

第２条　業務の予定量は、次のとおりとする。 

　(１)　病床数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３９６床 

　(２)　年間患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０４，７３１人 

　　　　　入院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１，６９０人 

　　　　　外来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９３，０４１人 

　(３)　一日平均患者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，１０７人 

　　　　　入院　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０６人 

　　　　　外来　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０１人 

　(４)　主な建設改良事業 

　　　　　有形固定資産購入費　　　　　　　　　　　　　　　５０４，１２８千円 

附帯施設整備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　９９，９３６千円 

 

　（収益的収入及び支出） 

第３条　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入　　　　　　　　 

　第１款　病院事業収益　　　　　　　　　　　　　　　１２，５１３，０００千円 

　　第１項　医業収益　　　　　　　　　　　　　　　　１１，１０４，３４９千円 

　　第２項　医業外収益　　　　　　　　　　　　　　　　１，４０８，５５１千円 

　　第３項　特別利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出　　　　　　　　 

　第１款　病院事業費用　　　　　　　　　　　　　　　１３，３９７，０００千円 

　　第１項　医業費用　　　　　　　　　　　　　　　　１２，７５５，９５１千円 

　　第２項　医業外費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　６４０，０４９千円 

　　第３項　特別損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０千円 

　　第４項　予備費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１，０００千円 

 

　（資本的収入及び支出） 

第４条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額１，０５３，０００千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額１，６３８千円及び過年度分損益勘定留保資金１，０５１，３６２千

円で補てんするものとする。）。 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　入　　　　　　　　 

　第１款　資本的収入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９９，９００千円 

　　第１項　企業債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９５，７００千円 

　　第２項　出資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４，１００千円 

　　第３項　固定資産売却代金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００千円 

　　第４項　補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０千円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　支　　　　出　　　　　　　　 

　第１款　資本的支出　　　　　　　　　　　　　　　　　１，６５２，９００千円 

　　第１項　建設改良費　　　　　　　　　　　　　　　　　　６０４，０６４千円 

　　第２項　企業債償還金　　　　　　　　　　　　　　　１，０４８，８３６千円 

 

（債務負担行為） 

第５条　債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定め

る。 

 

（企業債） 

第６条　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定め

る。 

 

（一時借入金） 

第７条　一時借入金の限度額は、８００，０００千円と定める。 

 

 事　　項 期　　間 限度額

 
図書購入 令和９年度 ７，５００千円

 起債の目的 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

 

医 療 器 械 

整 備 事 業

千円 

 
125,000

普 通 貸借 

又は 

証 券 発行

7.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で

借り入れる資

金について、利

率の見直しを

行った後にお

いては、当該見

直し後の利率）

借入れの年から据置期間

を含め30年以内に半年賦若

しくは年賦又は元利均等若

しくは元金均等で償還す

る。ただし、企業財政その

他の都合により繰上げ償還

し、償還期限を短縮し、又

は低利債に借り換えること

ができるものとする。 

　なお、借入先の融通条件

があるときは、これに従う

ことができる。

 

電 算 機 器 

整 備 事 業

 

 

370,800 

 

病 院 施 設 

整 備 事 業

 

 

99,900
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　（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第８条　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけれ

ばならない。 

　(１)　職員給与費　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，８５３，８１３千円 

　(２)　交際費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００千円 

　 

（他会計からの補助金） 

第９条　経営健全化に資するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、

２８７，２００千円である。 

 

　（たな卸資産購入限度額） 

第１０条　たな卸資産の購入限度額は、３，３１７，２４４千円と定める。 

 

　（重要な資産の取得） 

第１１条　重要な資産の取得は、次のとおりとする。 

（種　類）　　  （名　称）　　　　　　　　　　　　（数　量） 

　      　　取得する資産 

　　　　　　　器械備品　　　学術系システム　　　　　　　　　　　一式 

　　　　　　　　　　　　　　採血管準備システム　　　　　　　　　一式 

　　　　　　　　　　　　　　生理検査システム　　　　　　　　　　一式 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修
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議案第１０号 

 

　　　砺波市職員等の旅費に関する条例等の一部改正について 

 

　砺波市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

　　　砺波市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例 

 

　（砺波市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第１条　砺波市職員等の旅費に関する条例（平成１６年砺波市条例第４３号）の一部を

次のように改正する。 

　　第２条第１項中第５号を第８号とし、第４号を削り、第８号の前に次の２号を加え

る。 

　　(６)　帰住　職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が

生活の根拠となる地に旅行することをいう。 

　　(７)　家族　内国旅行にあっては職員の配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母

及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配

偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。 

　　第２条第１項第３号を同項第５号とし、同項第２号中「その勤務場所を離れて旅行

し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所」を「その在勤公署（常時

勤務する在勤公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者（以下「旅行

命令権者」という。）が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める

場所）」に改め、同号を同項第４号とし、同項第１号の次に次の２号を加える。 

　　(２)　内国旅行　本邦（本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存す

る領域をいう。次号及び次条第２項において同じ。）における旅行をいう。 

　　(３)　外国旅行　本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をいう。以下同じ。）

との間における旅行及び外国における旅行をいう。 

　　第２条第１項に次の１号を加える。 

　　(９)　旅行役務提供者　旅行業者（旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条

の４第１項に規定する旅行業者をいう。）その他の規則で定める者（以下この号に

おいて「旅行業者等」という。）であって、市と旅行役務提供契約（旅行業者等が

市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを

約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を
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支払うことを約する契約をいう。次条第７項において同じ。）を締結したものをい

う。 

　　第２条第２項を削る。 

　　第３条第２項第１号及び第２号中「ための」の次に「内国」を加え、同項に次の５

号を加える。 

　　(３)　職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の

翌日から３月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族 

　　(４)　職員が、外国の在勤地において退職等となり、一定の期間内に本邦に帰住し、

又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となった場合（当該退職等に

伴う旅行を必要としない場合を除く。）には、当該職員 

　　(５)　職員が、外国の在勤地において死亡し、又は出張若しくは赴任のための外国

旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族 

　　(６)　外国在勤の職員が死亡した場合において、当該職員の外国にある遺族（配偶

者及び子に限る。）がその死亡の日の翌日から３月以内にその居住地を出発して帰

住したときは、当該遺族 

　　(７)　外国在勤の職員の配偶者又は子が、当該職員の在勤地において死亡し、又は

規則で定める外国旅行中に死亡した場合には、当該職員 

　　第３条第３項中「、規則の定めるところにより」を削り、同条第５項及び第６項を

次のように改める。 

　５　第１項から第３項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第

３項の規定により旅行命令又は旅行依頼（以下「旅行命令等」という。）の変更（取

消しを含む。以下同じ。）を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、

当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する

金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。 

　６　第１項から第３項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行

中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額（概算払を受けなか

った場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額）の全部又は一

部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費と

して支給することができる。 

　　第３条に次の１項を加える。 

　７　第１項から第３項まで及び第５項に規定する場合において、市が旅行役務提供契

約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する

者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相

当するものとして支払うことができる。 

　　第４条第１項中「任命権者又はその委任を受けた者（以下「旅行命令権者」という。）」

を「旅行命令権者」に改め、同条第３項中「を変更（取消しを含む。以下同じ。）」を

「の変更を」に、「これを変更」を「その変更を」に改め、同条第４項を次のように改

める。 
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　４　旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は

旅行依頼簿（以下「旅行命令簿等」という。）に規則で定める事項の記載又は記録を

し、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等

に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。 

　　第４条第５項中「口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した」を「旅行命

令簿等に記載又は記録をしなかった」に、「旅行命令書等に当該旅行に関する事項を記

載し、これを当該旅行者に提示」を「旅行命令簿等に同項に定める事項の記載又は記

録を」に改める。 

　　第６条の見出し中「種類」を「種目」に改め、同条第１項中「種類」を「種目」に、

「車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料、旅行雑費」を「その他の

交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑

費」に改め、同条第２項から第１１項までを次のように改める。 

　２　鉄道賃は、鉄道（鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第２条第１項に規定す

る鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第１条第１項

に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他規則で定めるものをい

う。第５項及び第１０条第２項において同じ。）を利用する移動に要する費用とする。 

　３　船賃は、船舶（海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２条第２項に規定す

る船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他規則で

定めるものをいう。第５項及び第１１条第２項において同じ。）を利用する移動に要

する費用とする。 

　４　航空賃は、航空機（航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定

する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他規

則で定めるものをいう。次項及び第１２条第２項において同じ。）を利用する移動に

要する費用とする。 

　５　その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とす

る。 

　６　宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とする。 

　７　包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とする。 

　８　宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とする。 

　９　転居費は、赴任に伴う転居に要する費用（第１９条第１項第１号又は第２号に規

定する場合の家族の転居に要する費用を含む。）とする。 

　１０　着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とする。 

　１１　家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とする。 

　　第６条中第１２項を第１３項とし、第１１項の次に次の１項を加える。 

　１２　渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とする。 

　　第７条中「旅費は、」の次に「旅行に要する実費を弁償するためのものとして」を加

える。 

　　第８条から第１０条までを削る。 
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　　第１１条第１項中「もの」の次に「並びに旅費に相当する金額の支払を受けようと

する旅行役務提供者」を、「請求書」の次に「（当該請求書に記載すべき事項を記録し

た電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

をいう。第５項において同じ。）を含む。以下この条において同じ。）」を、「以下」の

次に「この条並びに第２６条第１項及び第２項において」を加え、同項に後段として

次のように加える。 

　　　この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求

に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅

費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受

けることができない。 

　　第１１条第２項中「速やかに」を「所定の期間内に」に改め、同条第３項中「速や

かに」を「所定の期間内に、」に改め、同条に次の４項を加える。 

　４　支出命令権者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅

行者が第２項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する

期間内に過払金を返納しなかった場合には、支出命令権者がその後においてその者

に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該

過払金に相当する金額を差し引かなければならない。 

　５　第１項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法（電

子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規

則で定めるものをいう。次項において同じ。）をもって提出することができる。 

　６　前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支

出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に

当該請求書又は資料を提出したものとみなす。 

　７　第１項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項、第２項

及び第３項に規定する期間並びに第４項に規定する給与の種類その他の必要な事項

は規則で定める。 

　　第１１条を第８条とし、同条の次に次の１条を加える。 

　　（旅行依頼等の旅費） 

　第９条　第３条第３項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場

合を除くほか、規則で定める。 

　　第１２条第１項中「次に規定する旅客運賃（以下この条において「運賃」という。）、

急行料金及び座席指定料金による」を「次に掲げる費用（第２号から第６号までに掲

げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に

必要とするものに限る。）の額の合計額とする」に改め、同項各号を次のように改める。 

　　(１)　運賃 

　　(２)　急行料金 

　　(３)　寝台料金 
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　　(４)　座席指定料金 

　　(５)　特別車両料金（市長、副市長及び教育長（以下「市長等」という。）に限る。） 

　　(６)　前各号に掲げる費用に付随する費用 

　　第１２条第２項を次のように改める。 

　２　前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動

するときは最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。 

　　第１２条第３項を削り、同条を第１０条とする。 

　　第１３条第１項中「次に規定する旅客運賃（以下この条において「運賃」という。）、

寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による」を「次に掲げる費用（第２号

から第５号までに掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであっ

て、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする」に改め、同項各号

を次のように改める。 

　　(１)　運賃 

　　(２)　寝台料金 

　　(３)　座席指定料金 

　　(４)　特別船室料金（市長等に限る。） 

　　(５)　前各号に掲げる費用に付随する費用 

　　第１３条第２項を次のように改める。 

　２　前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動

するときは最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。 

　　第１３条を第１１条とする。 

　　第１４条中「現に支払った旅客運賃による」を「次に掲げる費用（第２号及び第３

号に掲げる費用は、第１号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のた

め特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする」に改め、同条に次の各号を加え

る。 

　　(１)　運賃 

　　(２)　座席指定料金 

　　(３)　前２号に掲げる費用に付随する費用 

　　第１４条に次の１項を加える。 

　２　前項第１号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移

動する場合には、最下級（市長等が移動する場合には、最上級）の運賃の額とする。 

　　第１４条を第１２条とし、同条の次に次の２条を加える。 

　　（その他の交通費） 

　第１３条　その他の交通費の額は、次に掲げる費用（第２号から第５号までに掲げる

費用は、公務のため特に必要とするものに限る。）の額の合計額とする。 

　　(１)　道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号イに掲げる一般乗合

旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送

を行うものに限る。）の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃 
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　　(２)　道路運送法第３条第１号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供す

る自動車その他の旅客を運送する交通手段（前号に規定する自動車を除く。）を利

用する移動に要する運賃 

　　(３)　前２号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第８０条第１項の許可

を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する

費用 

　　(４)　規則で定める旅行における規則で定める私有車を利用する移動１キロメート

ルにつき３７円 

　　(５)　前各号に掲げる費用に付随する費用 

　　（宿泊費） 

　第１４条　宿泊費の額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額（次

条において「宿泊費基準額」という。）とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情

がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。 

　　第１５条から第１９条までを次のように改める。 

　　（包括宿泊費） 

　第１５条　包括宿泊費の額は、移動に係る第１０条から第１３条までの規定による額

及び宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。 

　　（宿泊手当） 

　第１６条　宿泊手当の額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める１夜当たり

の定額とする。 

　　（転居費） 

　第１７条　転居費の額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される

額とする。 

　　（着後滞在費） 

　第１８条　着後滞在費の額は、５夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費

及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。 

　　（家族移転費） 

　第１９条　家族移転費の額は、次に掲げる額とする。 

　　(１)　赴任の際家族（赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下こ

の号及び次号において同じ。）を職員の新居住地に移転する場合には、家族１人ご

とに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、その他

の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額 

　　(２)　前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から１年

以内に家族を職員の居住地（赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった

場合には、当該赴任後における職員の新居住地）に移転する場合には、同号の規

定に準じて算定した額 

　２　旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、

前項第２号に規定する期間を延長することができる。 
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　　第２０条から第２２条までを削る。 

　　第２３条各号列記以外の部分中「次に規定する旅費」を「次に掲げる旅費（退職等

の日の翌日から３月以内における当該退職等に伴う旅行に係るものに限る。）」に改め、

同条各号を次のように改める。 

　　(１)　職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退

職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行する

ものとして計算した旅費 

　　(２)　職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退

職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行する

ものとして計算した旅費 

　　第２３条に次の２項を加える。 

　２　前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定

する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するもの

を加えるものとする。 

　３　任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第１項に規定する期

間を延長することができる。 

　　第２３条を第２０条とする。 

　　第２４条第１項中「規定する」を「掲げる」に改め、同項各号を次のように改める。 

　　(１)　職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺

族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費 

　　(２)　職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、

赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費 

　　第２４条第２項を次のように改める。 

　２　第３条第２項第３号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族

の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費（宿泊費及び包括宿泊費を

除く。）とする。 

　　第２４条に次の１項を加える。 

　３　遺族が前２項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第２条第８号に掲げる順序

により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

　　第２４条を第２１条とする。 

　　第２５条中「については、国家公務員の外国旅行の例に準じて旅行命令権者が市長

と協議して定める額を旅費として支給する」を「の旅費については、国家公務員等の

旅費に関する法律（昭和２５年法律第１１４号）の規定の例による」に改め、同条に

後段として次のように加える。 

　　　この場合において、国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級については、

規則で定める。 

　　第２５条を第２２条とし、同条の次に次の１条を加える。 

　　（旅費の支給額の上限） 
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　第２３条　鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費（第１３条第４号に掲げる費用

を除く。）（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。）に係る旅費の支給額は、

第１０条第１項各号、第１１条第１項各号、第１２条第１項各号及び第１３条各号

（第４号を除く。）に掲げる各費用について、当該各条及び第７条の規定により計算

した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した

額とする。 

　２　宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費（宿泊手当に相当する部分を除く。）、

家族移転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、

当該各種目について第７条、第１４条、第１５条、第１７条、第１８条、第１９条

第１項及び前条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ご

とのいずれか少ない額を合計した額とする。 

　　第２６条第１項中「旅行命令権者」を「任命権者」に改め、同条を第２４条とし、

同条の次に次の２条を加える。 

　　（旅費の特例） 

　第２５条　任命権者は、職員について労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第１５

条第３項の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の

支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同項の規定による

旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは

費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給できる

ものとする。 

　　（旅費の返納） 

　第２６条　支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく

規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、

当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。 

　２　旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場

合には、支出命令権者は、前項に規定する返納に代えて、支出命令権者がその後に

おいてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当す

る金額を差し引くことができる。 

　３　前項に規定する給与の種類は、規則で定める。 

　　別表第１及び別表第２を削る。 

　（砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例の一部改正） 

第２条　砺波市特別職の職員で常勤のものの給与等に関する条例（平成１６年砺波市条

例第３８号）の一部を次のように改正する。 

　　第５条中「規定を準用」を「例により算定した額を支給」に改める。 

　（砺波市消防団条例の一部改正） 

第３条　砺波市消防団条例（平成１６年砺波市条例第１６７号）の一部を次のように改

正する。 

　　第１８条第１項中「旅費等級２級」を「市長等」に、「旅費等級３級」を「一般職」 
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　に改める。 

　（砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

第４条　砺波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平成２０年

砺波市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

　　第３条中「定めるところにより」を「規定により市長等に支給する旅費に相当する

額を」に改める。 

　（砺波市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例の一部改

正） 

第５条　砺波市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例（平

成２０年砺波市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

　　第４条中「別表第１に掲げる」を「砺波市職員等の旅費に関する条例（平成１６年

砺波市条例第４３号。以下「旅費条例」という。）の規定により一般職の職員に支給す

る旅費に相当する」に改める。 

　　第６条第１項中「砺波市職員等の旅費に関する条例（砺波市条例第４３号。以下「旅

費条例」という。）」を「旅費条例」に改め、同条第２項を削る。 

　　別表第１を次のように改める。 

　別表第１（第１条関係） 

 
区分 報酬額

 
教育委員会委員 月額　２７，０００円

 
選挙管理委員会

委員

委員長 日額　１０，０００円

 
委員 〃　９，０００円

 
公平委員会委員 〃　９，０００円

 
監査委員 識見を有する者 月額　３４，０００円

 
議員兼任者 〃　１６，５００円

 
農業委員会委員 会長 月額　１８，０００円

 
能率給　予算の範囲内で市長が定

める額

 
委員 月額　１４，０００円

 
能率給　予算の範囲内で市長が定

める額

 
固定資産評価審査委員会委員 日額　９，０００円

 
総合計画審議会委員 〃　９，０００円

 
特別職報酬等審議会委員 〃　４，０００円
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　（砺波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第６条　砺波市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年砺波市条

例第１０号）の一部を次のように改正する。 

　　第３１条第２項後段を削る。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（経過措置） 

 
固定資産評価員 〃　９，０００円

 
障害支援区分判定等審査会委員 〃　１６，０００円

 
災害弔慰金等認

定審査会委員

会長 〃　１９，０００円

 
委員 〃　１７，０００円

 
国民健康保険運営協議会委員 〃　９，０００円

 
公害対策審議会委員 〃　４，０００円

 
農業振興審議会委員 〃　９，０００円

 
都市計画審議会委員 〃　９，０００円

 
景観まちづくり審議会委員 〃　９，０００円

 
社会教育委員 〃　９，０００円

 
文化財保護審議会委員 〃　９，０００円

 
スポーツ推進審議会委員 〃　９，０００円

 
選挙長 １選挙につき　１２，２００円

 
選挙立会人 〃　１０，１００円

 
開票管理者 〃　１２，２００円

 
開票立会人 〃　１０，１００円

 
投票所の投票管理者 日額　１４，５００円

 
投票所の投票立会人 〃　１２，４００円

 
期日前投票所の投票管理者 〃　１２，８００円

 
期日前投票所の投票立会人 〃　１０，９００円

 
上記に定めるもののほか、附属機関の委員その他

非常勤の特別職の職員

予算に定められた範囲内で任命権

者が市長と協議して定める額
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２　この条例による改正後の砺波市職員等の旅費に関する条例、砺波市特別職の職員で

常勤のものの給与等に関する条例、砺波市消防団条例、砺波市議会議員の議員報酬、

砺波市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例、砺波市会

計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定は、次項から第６項までに定

めるものを除き、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に完了する旅行

について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。 

３　第１条の規定による改正後の砺波市職員等の旅費に関する条例（以下「新旅費条例」

という。）第２条から第２７条までの規定、第２条の規定による改正後の砺波市特別職

の職員で常勤のものの給与等に関する条例第５条の規定、第３条の規定による改正後

の砺波市消防団条例第１８条の規定、第４条の規定による改正後の砺波市議会議員の

議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第３条の規定、第５条の規定による改

正後の砺波市各種委員会委員等の報酬及び費用弁償並びに実費弁償に関する条例別表

第１の規定、第６条の規定による改正後の砺波市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例第３１条第２項の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に

出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分につ

いて適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅

行については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に命ぜられた赴任に伴う旅

行であって施行日前に出発したもののうち施行日前の期間に対応する分については、

新旅費条例第２条から第２７条までの規定及び改正後の砺波市特別職の職員で常勤の

ものの給与等に関する条例第５条の規定を適用する。 

４　新旅費条例第３条第２項の規定は、施行日以後に退職、免職（罷免を含む。）、失職

若しくは休職（以下この項において「退職等」という。）となった場合又は死亡した場

合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、な

お従前の例による。 

５　新旅費条例第３条第５項及び第６項の規定は、これらの項に規定するものが同条第

１項から第３項までの規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用

し、改正前の砺波市職員等の旅費に関する条例第３条第１項から第３項までの規定に

より旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 

６　新旅費条例第２６条の規定は、新旅費条例又はこれに基づく規則の規定に違反して

旅費の支給を受けた場合について適用する。
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議案第１１号 

 

　　　砺波市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

　砺波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

　　　砺波市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市国民健康保険税条例（平成１６年砺波市条例第４９号）の一部を次のように改

正する。 

 

　第２条第１項第１号中「及び介護保険法」を「、介護保険法」に改め、「介護納付金」

という。）」の次に「及び子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規定によ

る子ども・子育て支援納付金（以下この条において「子ども・子育て支援納付金」とい

う。）」を加え、同項に次の１号を加える。 

　(４)　子ども・子育て支援納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用（富山県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

　第２条第３項中「属する」の次に「国民健康保険の」を加え、同条に次の１項を加え

る。 

５　第１項第４号の子ども・子育て支援納付金課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主

を除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する１８歳以上被

保険者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）第７０３条の４

第３０項に規定する１８歳以上被保険者をいう。以下同じ。）につき算定した１８歳以

上被保険者均等割額を加算した額とする。 

　第３条第１項中「地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）」を「法」

に改める。 

　第５条第１号中「第８条」の次に「、第１１条の５」を加える。 

　第１１条の次に次の４条を加える。 

　（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額） 

第１１条の２　第２条第５項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に１００分の０．３

を乗じて算定する。 
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　（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の被保険者均等割

額） 

第１１条の３　第２条第５項の被保険者均等割額は、被保険者１人について１，３２０

円とする。 

　（１８歳以上被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の１８歳以上被保険者

均等割額） 

第１１条の４　第２条第５項の１８歳以上被保険者均等割額は、１８歳以上被保険者１

人について６０円とする。 

　（国民健康保険の被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額の世帯別平等割額） 

第１１条の５　第２条第５項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

　(１)　特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯　８４０円 

　(２)　特定世帯　４２０円 

　(３)　特定継続世帯　６３０円 

　附則第１１項、第１２項及び第１４項から第２１項までの規定中「第９条」の次に「、

第１１条の２」を加える。 

 

　　　附　則 

　（施行期日） 

１　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

　（適用区分） 

２　この条例による改正後の砺波市国民健康保険税条例の規定は、令和８年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民健康保険税について

は、なお従前の例による。
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議案第１２号 

 

　　　砺波市森林等の火入れに関する条例の一部改正について 

 

　砺波市森林等の火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市森林等の火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市森林等の火入れに関する条例（平成１６年砺波市条例第１３８号）の一部を次

のように改正する。 

 

　第１条中「法律第２４９号」の次に「。以下「法」という。」を加える。 

　第２条第１項中「森林法」を「法」に改め、「２通」を削る。 

　第３条中「当該」を「前条の規定による」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第１

号中「森林法」を「法」に改める。 

　第４条第１項及び第５条中「森林法」を「法」に改める。 

　第１４条第１項中「異常乾燥注意報又は」を「暴風警報、暴風特別警報若しくは乾燥

注意報が発表され、又は林野火災に関する注意報若しくは」に改め、同条第２項中「と

き、」を「場合」に、「異常乾燥注意報又は」を「暴風警報、暴風特別警報若しくは乾燥

注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは」に、「ときには」を「場

合には」に改める。 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１３号 

 

　　　砺波市下水道条例の一部改正について 

 

　砺波市下水道条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

　 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市下水道条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市下水道条例（平成１６年砺波市条例第１５１号）の一部を次のように改正する。 

 

　第７条第１項に次のただし書を加える。 

　　ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた下水道事業の管理者を含む。以

下同じ。）の指定を受けた者に工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りで

ない。 

　第７条第４項中「指定工事店」の次に「（同項ただし書に規定する他の市町村長の指定

を受けた者を含む。）」を加える。 

　第３０条第２項第４号中「地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）」を「地方公

営企業法」に改める。 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１４号 

 

　　　砺波市水道事業給水条例の一部改正について 

 

　砺波市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

　砺波市水道事業給水条例（平成１６年砺波市条例第１６５号）の一部を次のように改

正する。 

 

　第８条第１項に次のただし書を加える。 

　　ただし、災害その他非常の場合において、市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭

和２７年法律第２９２号）第７条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以

下同じ。）又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の規定に基づき指定をした者（以

下「他の市町村長が指定した給水装置工事事業者等」という。）が給水装置工事を施行

する必要があると認めるときは、この限りでない。 

　第８条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「（同項ただし書に規定する他の市

町村長が指定した給水装置工事事業者等を含む。以下この条において同じ。）」を加える。 

 

　　　附　則 

　この条例は、公布の日から施行する。
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議案第１５号 

 

　　　砺波市生きがいセンター庄川高砂会館条例の廃止について 

 

　砺波市生きがいセンター庄川高砂会館条例を廃止する条例を次のように制定する。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

　　　砺波市生きがいセンター庄川高砂会館条例を廃止する条例 

 

　砺波市生きがいセンター庄川高砂会館条例（平成１６年砺波市条例第１０１号）は、

廃止する。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。
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議案第１６号 

 

　　　辺地に係る総合整備計画の変更について 

 

　辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律（昭和３７

年法律第８８号）第３条第８項において準用する同条第１項の規定により、下記の辺地

に係る総合整備計画を別紙のとおり変更することについて、議会の議決を求める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

記 

 

１　鉢伏山辺地に係る総合整備計画　　　　別紙　１
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別紙　１ 

総合整備計画書 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富山県砺波市鉢伏山辺地 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（辺地の人口１０６人、面積１２．６㎢） 

１　辺地の概況 

(１)　辺地を構成する町又は字の名称　　　砺波市川伏、五谷、庄川町隠尾、庄川町

落シ、庄川町名ケ原、庄川町横住、庄川町

湯谷、庄川町湯山 

(２)　地域の中心の位置　　　　　　　　　砺波市庄川町湯谷１７６番地 

(３)　辺地度点数　　　　　　　　　　　　１０１点 

 

２　公共的施設の整備を必要とする事情 

　当地域の大部分は、丘陵と山間地で形成された農山村地域であり、農林業従事者は

高齢化が進み、さらに若者の流出により過疎化が進んでいる。 

　富山市と砺波市をつなぐ道路である林道牛岳線が通っており、林業や観光面で重要

な施設である牛岳トンネルの安全確保が求められている。 

　また、地域振興を図って活力ある地域づくりを進めるため、当地域の特色である自

然を生かしたレクリエーション地帯の整備を計画的に行う必要がある。 

　 

３　公共的施設の整備計画 

(１)　公共的施設整備の基本方針 

　　　　安全で快適な生活を送ることができるよう、林道牛岳線の牛岳トンネルの補修

工事を行う。 

また、当地域の豊かな自然環境を生かしながら、市民の身近なスポーツと憩い

の場として夢の平レクリエーション地帯を整備する。 

(２)　公共的施設の整備計画 

令和７年度から令和１１年度まで　５年間 

（単位　千円） 

 区分
事業費

財源内訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額  施設名 事業主体名 特定財源 一般財源

 
道路

砺波市

(6,600) 

13,517 

(6,600) 

13,517 

(6,600) 

13,500 

 
観光・レクリエーション施設

(72,990) 

76,788 

(72,990) 

76,788 

(72,900) 

76,700 

 
合　　　　　計

(79,590) 

90,305 

(79,590) 

90,305 

(79,500) 

90,200 

上段：（変更前） 

下段： 変更後
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議案第１７号 

 

　　　砺波市過疎地域持続的発展計画の策定について 

 

　過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第８条第

１項の規定により、砺波市過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり定めることについて、

議会の議決を求める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　
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議案第１８号 

 

　　　市道路線の認定及び廃止について 

 

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項及び第１０条第３項において準用

する第８条第２項の規定により、市道の路線を次のとおり認定し、及び廃止することに

ついて、議会の議決を求める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修　 

 

記 

 

　１　認定する路線 

 

　２　廃止する路線 

 認定路線名 起　点 終　点 重要な経過地

 金屋４４号線 庄川町金屋 庄川町金屋

 東石丸６号線 東石丸 大窪

 杉木５号線 杉木二丁目 杉木二丁目

 パークアヴェニュー宮村線 宮村 宮村

 リンクステージ深江線 深江 深江

 廃止路線名 起　点 終　点 重要な経過地

 金屋小牧線 庄川町金屋 庄川町小牧

 金屋２９号線 庄川町金屋 庄川町金屋
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報告第１号 

 

　　　専決処分の承認を求めることについて 

 

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次の事件を

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

　　令和８年３月２日　提　　出 

 

砺波市長　夏　野　　修 

 

記 

 

１　令和７年度砺波市一般会計補正予算（第６号） 

２　令和７年度砺波市一般会計補正予算（第７号）
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専決処分第１号 

 

　　　令和７年度砺波市一般会計補正予算（第６号） 

 

　令和７年度砺波市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算の補正） 

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２６，３６２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，１３５，２１２千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

　　令和８年１月２３日　専　　決 

 

砺波市長　夏　野　　修
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　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

14 国庫支出金 3,726,165 26,362 3,752,527

 3 委託金 33,097 26,362 59,459

19 繰越金 1,279,849 100,000 1,379,849

 1 繰越金 1,279,849 100,000 1,379,849

21,002,836 － 21,002,836

26,008,850 126,362 26,135,212

　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 2 総務費 3,033,881 26,362 3,060,243

 4 選挙費 61,730 26,362 88,092

 8 土木費 2,275,131 100,000 2,375,131

 2 道路橋りょう費 753,451 100,000 853,451

20,699,838 － 20,699,838

26,008,850 126,362 26,135,212

第１表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補正されなかった款項に係る額

歳 入 合 計

補正されなかった款項に係る額

歳 出 合 計
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専決処分第２号 

 

　　　令和７年度砺波市一般会計補正予算（第７号） 

 

　令和７年度砺波市一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 

　（歳入歳出予算の補正） 

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０，０００千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，１８５，２１２千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。 

 

　　令和８年２月１８日　専　　決 

 

砺波市長　夏　野　　修　
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　歳　入 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

19 繰越金 1,379,849 50,000 1,429,849

 1 繰越金 1,379,849 50,000 1,429,849

24,755,363 － 24,755,363

26,135,212 50,000 26,185,212

　歳　出 （単位：千円）

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 8 土木費 2,375,131 50,000 2,425,131

 2 道路橋りょう費 853,451 50,000 903,451

23,760,081 － 23,760,081

26,135,212 50,000 26,185,212

第１表　　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

補正されなかった款項に係る額

歳 入 合 計

補正されなかった款項に係る額

歳 出 合 計
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